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【３】「併用禁忌の薬剤の投与」（医療安全情報No. ６１）について

（１）発生状況
医療安全情報No. ６１（平成２３年１２月提供）では、「併用禁忌の薬剤の投与」を取り上げた（医

療安全情報掲載件数２件　集計期間：平成１９年１月～平成２３年１０月）。これまでに報告された

「併用禁忌の薬剤の投与」の事例件数とその推移を図表Ⅲ - ３- ４に示す。本報告書分析対象期間（平

成２４年１０月―１２月）に報告された「併用禁忌の薬剤の投与」の医療事故は１件であった。

図表Ⅲ - ３- ４　「併用禁忌の薬剤の投与」の報告件数

１～３月
（件）

４～６月
（件）

７～９月
（件）

１０～１２月
（件）

合計
（件）

平成１６年 ０ ０
平成１７年 0 ０ ０ ０ ０
平成１８年 0 ０ ０ ０ ０
平成１９年 0 ０ ０ ０ ０
平成２０年 ０ ０ ０ １ １
平成２１年 ０ ０ ０ ０ ０
平成２２年 ０ ０ ０ ０ ０
平成２３年 ０ １ ０ ０ １
平成２４年 ０ １ ０ １ 2

図表Ⅲ - ３- ５　医療安全情報No. ６１「併用禁忌の薬剤の投与」
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（２）事例概要
医療安全情報No. ６１「併用禁忌の薬剤の投与」提供後、報告された医療事故２件の事例概要を以

下に示す。

事例１
【内容】
患者は自閉症で院外で処方されたオーラップ錠３mg常用処方していた。患者は風邪にて外来

受診、抗生剤も必要として、急ぎのこともあり、医師は院内処方でクラリス錠５０小児用を処方。

薬剤師は院外処方の内容を知らずそのまま渡し、昼に内服したところ、いつもと異なる傾眠傾向

となった。家族からの連絡で、併用禁忌薬であるオーラップとクラリスを内服していたことがわ

かった。

【背景・要因】
・医師の処方薬に関する知識が不足していた。

・院外で処方されていたため薬剤師も確認できなかった。

事例２
【内容】
間質性肺炎の精査目的で気管支鏡を実施した。検査はまず、鎮咳薬としてペチロルファン注射

液（ぺチジン＋レバロルファン）を０．５Ａ筋注し、キシロカインで咽喉頭の局所麻酔を行った。

検査中は咳嗽が強く、右Ｂ４ａで気管支肺胞洗浄を行い終了した。検査中は頻脈とＳｐＯ２の低

下があり、検査前Ｏ２ 投与 ２L ⇒５L/min へ増量した。検査後１４時５０分頃に患者が３８℃の

発熱をしていると病棟より連絡があった。

その後、悪寒戦慄（体温３９℃）、頻脈（１８０bpm）が出現し、シバリングもみられたが、

患者の様子が検査後の菌血症の影響という印象ではなかったため、医師はペチロルファンによる

副作用を疑い、添付文書と内服薬一覧を確認した。その際、患者の持参薬にＭＡＯ阻害薬が含ま

れており、併用禁忌薬剤のペチロルファンを筋注したことによるセロトニン症候群※を疑い、総

合内科主治医に相談し、ぺリアクチン（セロトニン拮抗薬）１０mgの内服となった。

【背景・要因】
・患者は、他院から処方されたエフピーＯＤ錠を持参薬としており内服していた。

・ 入院時に持参薬管理センターで内服状況等を薬剤師が確認を行い、持参薬確認書（紙）を作成

するが、当院では、電子カルテを導入しており、紙と電子カルテで情報の共有が十分でなかった。

また、システムによる併用禁忌薬のチェック機能がなかった。

・ 超音波気管支鏡を使用時、咳嗽がひどいと処置ができないこともあるため、鎮咳作用の強いペ

チロルファンを前投薬に通常使用していた。ペチロルファンに併用禁忌薬があることは把握さ

れていなかった。

・ ペチロルファンは検査室の常備薬としており、主治医がオーダリングシステムを使って処方し、

発行された麻薬処方箋を検査室に持って行くことで、常備のペチロルファンを使用できる。全
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ての検査終了後、検査室の看護師が麻薬処方箋をまとめて薬剤部に持って行き、麻薬処方箋と

引換に常備薬として補充する。

・ 気管支鏡のパスはあるが、システム移行もありパス運用を検討中である。パス内にはペチジン

の禁忌薬チェックはない。

・ パスとは別に気管支鏡のチェックリストを試用しているが、その中にも併用禁忌薬のチェック

はない。

※セロトニン症候群は、「抗うつ薬（特にＳＳＲＩ と呼ばれる選択的セロトニン再取り込み阻害薬）などのセロトニン系

の薬物を服用中に出現する副作用で、精神症状（不安、混乱する、いらいらする、興奮する、動き回るなど）、錐体外路症

状（手足が勝手に動く、震える、体が固くなるなど）、自律神経症状（汗をかく、発熱、下痢、脈が速くなるなど）が見ら

れることがあります。セロトニン症候群は、服薬開始数時間以内に症状が表れることが多いです。服薬を中止すれば、通

常は２４時間以内に症状は消えますが、ごくまれに横紋筋融解症や腎不全などの重篤な結果に陥ることもありますから注

意が必要です。」と患者向けの説明にある１。

（３）事例が発生した医療機関の改善策について
事例が発生した医療機関の改善策として、以下が報告されている。

１）システムによる併用禁忌薬のチェック機能の構築

・ 持参薬管理システム、処方チェックシステムを導入し、電子カルテ上に持参薬情報をデータとし

て電子カルテに反映し、医師が持参薬を含めた処方を行う。その際、処方チェックシステムに過

去の処方データも同時に送り、相互作用を確認の上、その結果を電子カルテに表示するようなシ

ステムによる併用禁忌薬のチェック機能を構築する予定である。 

・処方は院内と院外のどちらかに統一する。院内薬剤師も他の処方薬を確認する。

２）使用する薬剤の検討

・ ペチロルファンは使用禁止とし、他の併用禁忌薬が多くないオピオイドを確認して使用する予定

である。

（４）事例に関連した薬剤について
報告された２件の事例に関連した薬剤及び添付文書に記載されている内容を次に整理し、分析した。

① オーラップ錠３mgとクラリス錠５０小児用について（事例１）

事例１において患者に投与していたのはオーラップ錠３mgであり、併用したのはクラリスロマイ

シンのクラリス錠５０小児用であった（図表Ⅲ -３-６）。オーラップ錠３mgの添付文書にはクラリ

スロマイシンが禁忌であることが、クラリス錠５０小児用の添付文書にはピモジド（オーラップ）が

禁忌であることが、それぞれ明記されている。事例では、クラリス錠５０小児用を処方した医師は薬

剤の知識が不足しており、また薬剤師の鑑査の際に、院外処方薬のオーラップ錠３mgの情報がわか

らなかったことから疑義照会の対象にもならなかった、と報告されている。もし当該医療機関内で患

者に投与されている薬剤の情報が共有できていれば、機械的に併用禁忌薬に警告を出す仕組みを導

入し医師が処方時に気付くことができる仕組みを作ることができたり、または薬剤師の処方鑑査によ

り併用禁忌薬をチェックする仕組みを作ることができたり、患者への投与を未然に防ぐ仕組みを作る

ことができた可能性がある。医療機関内において、院内処方と院外処方などで患者の薬剤情報が別々

にならないよう、共有して管理できるシステムを構築することの重要性が示唆された。
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図表Ⅲ - ３- ６　事例１に関連した薬剤

投与した薬剤 併用した薬剤
オーラップ錠３mg
（ピモジド製剤）
有効成分：ピモジド

クラリス錠５０小児用
（マクロライド系抗生物質製剤）
有効成分：クラリスロマイシン

＜オーラップ錠３mg添付文書　一部抜粋＞　　＜クラリス錠５０小児用添付文書　一部抜粋＞

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

（３） チトクロム P４５０（CYP ３A４）を
阻害する薬剤（ＨＩＶプロテアーゼ阻
害剤、アゾール系抗真菌剤、クラリス
ロマイシン、エリスロマイシン）、パ
ロキセチン、フルボキサミンを投与中
の患者（「相互作用」の項参照）

【使用上の注意】

3. 相互作用
　（１）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

クラリスロマイシン
（クラリス、クラリシッ
ド）

ＱＴ延長、心室性不
整脈等の重篤な副
作用を起こすおそ
れがある。

これらの 薬 剤 が
チトクロムP４５０
（ CYP３A４）に よ
る薬物代謝を阻害
し、本剤の血中濃
度が上昇するおそ
れがある。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

2 ． ピモジド、エルゴタミン含有製剤、
タダラフィル〔アドシルカ〕を投与中
の患者［「相互作用」の項参照］

【使用上の注意】

3. 相互作用
　（１）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ピモジド
　〔オーラップ〕

ＱＴ延長、心室性
不 整 脈（Torsades 
depointes を含む）
等の心血管系副作
用が報告されてい
る。

本 剤 の CYP 3A4
に対する阻害作用
により、左記薬剤
の代謝が阻害さ
れ、それらの血中
濃度が上昇する可
能性がある。

② エフピーＯＤ錠とペチロルファン注射液について（事例２）

事例２において患者に投与していたのはエフピーＯＤ錠であり、併用したのはペチロルファン注射

液であった（図表Ⅲ -３-７）。エフピーＯＤ錠の添付文書にはペチジン塩酸塩が禁忌であることが、

ペチロルファン注射液の添付文書にはモノアミン酸化酵素阻害剤が禁忌であることが、それぞれ記

載されているが、ペチロルファン注射液の添付文書に併用禁忌として記載されている「モノアミン酸

化酵素阻害剤」がエフピーＯＤ錠の作用機序と同じであるが、併用禁忌であると判断することはエフ

ピーＯＤ錠に関する十分な知識を持つ医師でなければ難しいと考えられる。また、エフピーＯＤ錠の

添付文書に「非選択的ＭＡＯ阻害作用」という文言が使用されており、ペチロルファン注射液の添

付文書では「モノアミン酸化酵素阻害剤」という文言が使用されているので、患者に投与されてい

る多様な薬剤について、薬効に知識はあっても作用機序の知識までは有していない医師や医療者で

あっても気がつくよう、同様な意味について同じ文言を使用して添付文書を作成するなどの工夫も望

まれる。
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患者が持ち込む持参薬への対応へは限界があるが、クリニカルパスを活用し、ペチロルファン注

射液などぺチジンを用いる検査の場合、モノアミン酸化酵素阻害剤のうち当該医療機関で採用して

いる医薬品を明確にし、クリニカルパスに禁忌薬チェックの項目の設置を検討するなどの取組みの検

討をすることや鎮咳薬として、他の薬剤を選択することを検討することも必要であろう。

図表Ⅲ - ３- ７　事例２に関連した薬剤

投与していた薬剤 併用した薬剤

エフピーＯＤ錠
（パーキンソン病治療剤）
有効成分：セレギリン塩酸塩

ペチロルファン注射液
　　　　　（麻薬）
有効成分：ぺチジン塩酸塩
　　　　　レバロルファン酒石酸塩

＜エフピーＯＤ錠　添付文書一部抜粋＞　　　＜ペチロルファン注射液　添付文書一部抜粋＞

【警告】

2. 本剤は用量の増加とともにＭＡＯ－Ｂの
選択的阻害効果が低下し、非選択的ＭＡ
Ｏ阻害による危険性があり、また更なる
効果が認められないため、１日１０㎎を
超える用量を投与しないこと。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

2. ペチジン塩酸塩、トラマドール塩酸塩を
投与中の患者［高度の興奮、精神錯乱等
の発現が報告されている。］
3. 非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤（サ
フラジン塩酸塩）を投与中の患者［高度
の起立性低血圧の発現が報告されてい
る。］

【使用上の注意】

3. 相互作用
　（１）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ペチジン塩酸塩
　オピスタン®等
トラマドール塩酸塩
トラマール ®等

高度の興奮、精神
錯乱等の発現が報
告されている。な
お、本剤の投与を中
止してからトラマ
ドール塩酸塩の投
与を開始するには
少なくとも 14 日間
の間隔を置くこと。
またトラマドール
塩酸塩から本剤に
切り換える場合に
は２～３日間の間
隔を置くこと。

機序は不明である。

【警告】

なし

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

（７） モノアミン酸化酵素阻害剤を投与中の
患者（「相互作用」の項参照）

【使用上の注意】

3. 相互作用
　Ａ併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

モノアミン酸
化酵素阻害剤

興奮、錯乱、呼吸循
環不全等を起こす
ことがある。モノア
ミン酸化酵素阻害
剤の投与を受けた
患者に本剤を投与
する場合には、少な
くとも２週間の間
隔をおくことが望
ましい。

中枢神経系にセロ
トニンが蓄積する
ことが考えられて
いる。
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（５）まとめ
平成２３年１１月に医療安全情報No. ６１「併用禁忌の薬剤の投与」を提供した。事例が発生した

医療機関の取り組みとして、併用禁忌の薬剤について院内で注意喚起を行う、新しく処方された薬剤

を投与する際、すでに投与している薬剤との併用について確認する、併用禁忌の薬剤について、薬剤

師がチェックできる体制にする、ことを掲載した。

その後も医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌として記載のある薬剤の投与の事例は報告されてお

り、本報告書分析対象期間に報告された事例に内容や背景・要因、改善策などを紹介した。またそれ

ぞれの事例について分析を行い、患者の薬剤情報の重要性やクリニカルパスの活用などについて掲載

した。

今後も引き続き類似事例の発生について注意喚起するとともに、その推移に注目していく。
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５．ペチロルファン注射液添付文書 . 武田薬品工業株式会社 . ２００９年１０月改訂（第６版 ）.


	report_2012_4_S161
	report_2012_4_S162
	report_2012_4_S163
	report_2012_4_S164
	report_2012_4_S165
	report_2012_4_S166

